
一
頁

○
総
務
省
令
第
五
十
七
号

電
気
通
信
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
関
係
法
令

の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
を
実
施
す
る
た
め
、
電
気
通
信
事
業
法
施

行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
八
年
五
月
十
九
日

総
務
大
臣

山
本

早
苗

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
の
二
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
登
録
の
更
新
）
」
を
付
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条

を
加
え
る
。

第
四
条
の
二
の
二

電
気
通
信
事
業
法
施
行
令
（
昭
和
六
十
年
政
令
第
七
十
五
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
二

項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
財
務
上
又
は
営
業
上
若
し
く
は
事



二
頁

業
上
の
関
係
か
ら
み
て
会
社
等
（
会
社
、
組
合
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
事
業
体
（
外
国
に
お
け
る
こ
れ
ら
に
相
当
す
る

も
の
を
含
む
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
当
該
会
社
等
の
子
会
社
等
（
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法

律
第
八
十
六
号
）
第
二
条
第
三
号
の
二
に
規
定
す
る
子
会
社
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
含
む
。
）
が
子
会
社
等
以
外

の
他
の
会
社
等
の
財
務
及
び
営
業
又
は
事
業
の
方
針
の
決
定
に
対
し
て
重
要
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
が

明
ら
か
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

会
社
等
（
当
該
会
社
等
の
子
会
社
等
を
含
む
。
）
が
子
会
社
等
以
外
の
他
の
会
社
等
（
破
産
手
続
開
始
、
再
生
手
続

開
始
又
は
更
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
子
会
社
等
以
外
の
他
の
会
社
等
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
子
会
社
等
以
外

の
他
の
会
社
等
で
あ
つ
て
、
当
該
会
社
等
が
そ
の
財
務
及
び
営
業
又
は
事
業
の
方
針
の
決
定
に
対
し
て
重
要
な
影
響
を

与
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
議
決
権
の
三
分
の
一
を

超
え
て
自
己
の
計
算
に
お
い
て
保
有
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
子
会
社
等
以
外
の
他
の
会
社
等

二

会
社
等
（
当
該
会
社
等
の
子
会
社
等
を
含
む
。
）
が
子
会
社
等
以
外
の
他
の
会
社
等
の
議
決
権
の
五
分
の
一
以
上
三

分
の
一
以
下
を
自
己
の
計
算
に
お
い
て
保
有
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
子
会
社
等
以
外
の
他
の
会
社
等
で
あ
つ
て

、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の



三
頁

イ

当
該
会
社
等
の
役
員
、
執
行
役
、
業
務
を
執
行
す
る
社
員
若
し
く
は
使
用
人
で
あ
る
者
又
は
こ
れ
ら
で
あ
つ
た
者

で
あ
つ
て
、
当
該
会
社
等
が
そ
の
財
務
及
び
営
業
又
は
事
業
の
方
針
の
決
定
に
関
し
て
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
が
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

当
該
子
会
社
等
以
外
の
他
の
会
社
等
の
代
表
取
締
役
若
し
く
は
代
表
執
行
役
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
役
職
に
就

(1)
任
し
て
い
る
こ
と
。

当
該
子
会
社
等
以
外
の
他
の
会
社
等
の
取
締
役
若
し
く
は
執
行
役
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
役
職
に
就
任
し
て
い

(2)
る
者
の
総
数
の
五
分
の
一
を
超
え
る
割
合
を
占
め
て
い
る
こ
と
。

ロ

そ
の
他
当
該
会
社
等
が
当
該
子
会
社
等
以
外
の
他
の
会
社
等
の
財
務
及
び
営
業
又
は
事
業
の
方
針
の
決
定
に
対
し

て
重
要
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
事
実
が
存
在
す
る
こ
と
。

三

会
社
等
（
当
該
会
社
等
の
子
会
社
等
を
含
む
。
）
が
自
己
の
計
算
に
お
い
て
保
有
し
て
い
る
議
決
権
と
当
該
会
社
等

と
出
資
、
人
事
、
資
金
、
技
術
、
取
引
等
に
お
い
て
緊
密
な
関
係
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
当
該
会
社
等
の
意
思
と
同
一
の

内
容
の
議
決
権
を
行
使
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
及
び
当
該
会
社
等
の
意
思
と
同
一
の
内
容
の
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と

に
同
意
し
て
い
る
者
が
保
有
し
て
い
る
議
決
権
と
を
合
わ
せ
て
、
子
会
社
等
以
外
の
他
の
会
社
等
の
議
決
権
の
三
分
の



四
頁

一
を
超
え
て
保
有
し
て
い
る
場
合
（
当
該
会
社
等
が
自
己
の
計
算
に
お
い
て
議
決
権
を
保
有
し
て
い
な
い
場
合
を
含
む

。
）
に
お
け
る
当
該
子
会
社
等
以
外
の
他
の
会
社
等
で
あ
つ
て
、
前
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
も
の

第
二
十
二
条
の
二
の
五
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
電
磁
的
方
法
の
種
類
及
び
内
容
）

第
二
十
二
条
の
二
の
五
の
二

令
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
示
す
べ
き
方
法
の
種
類
及
び
内
容
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

と
す
る
。

一

前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
の
う
ち
電
気
通
信
事
業
者
が
使
用
す
る
も
の

二

フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
の
方
式

第
二
十
二
条
の
二
の
六
中
「
前
条
第
一
項
第
四
号
」
を
「
第
二
十
二
条
の
二
の
五
第
一
項
第
四
号
」
に
改
め
る
。

第
五
十
四
条
の
二
中
「
電
気
通
信
事
業
法
施
行
令
（
昭
和
六
十
年
政
令
第
七
十
五
号
）
第
八
条
第
三
号
」
を
「
令
第
十
条

第
三
号
」
に
改
め
る
。

（
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
係
る
交
付
金
及
び
負
担
金
算
定
等
規
則
の
一
部
改
正
）



五
頁

第
二
条

基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
係
る
交
付
金
及
び
負
担
金
算
定
等
規
則
（
平
成
十
四
年
総
務
省
令
第
六
十
四
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
二
項
中
「
第
三
条
第
二
項
」
を
「
第
五
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
十
五
条
第
一
項
中
「
第
三
条
第
一
項
」
を
「
第
五
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

（
総
務
省
関
係
法
令
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

総
務
省
関
係
法
令
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
五

年
総
務
省
令
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
電
気
通
信
事
業
法(

昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号)

の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

電
気
通
信
事
業
法
（
昭

第
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
第
十
二
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

和
五
十
九
年
法
律
第
八

。
）
、
第
十
三
条
第
二
項
、
第
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
三
十
八
条
の
二
、
第
八

十
六
号
）

十
条
第
二
項
、
第
八
十
六
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
百
十
七
条
第
二
項
及
び
第
三
項(

同

項
に
つ
い
て
は
、
第
百
二
十
二
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

、
第
百
三

十
一
条(

第
百
三
十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

、
第
百
六
十
五
条



六
頁

第
一
項
並
び
に
第
百
七
十
二
条
第
一
項

別
表
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則(

昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
五
号)

の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

電
気
通
信
事
業
法
施
行

第
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
同
項
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
場
合
に

規
則
（
昭
和
六
十
年
郵

限
る
。
）
、
第
七
条
、
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
同
項
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
一
号

政
省
令
第
二
十
五
号)

及
び
第
二
号
の
場
合
に
限
る
。
）
、
第
九
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
（
同
項
に
つ
い
て

は
、
同
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
場
合
に
限
る
。
）
、
第
十
条
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第

十
一
条
第
五
項
、
第
十
二
条
第
一
項
、
第
四
項
及
び
第
七
項
、
第
十
五
条
、
第
十
九
条
、

第
十
九
条
の
八
、
第
二
十
二
条
の
二
の
七
第
一
項
第
五
号
、
第
二
十
二
条
の
七
、
第
二
十

三
条
の
三
、
第
二
十
三
条
の
五
、
第
二
十
三
条
の
七
、
第
二
十
三
条
の
九
の
三
、
第
二
十

三
条
の
十
四
、
第
二
十
三
条
の
十
五
、
第
二
十
四
条
、
第
二
十
五
条
の
二
か
ら
第
二
十
五

条
の
五
ま
で
、
第
二
十
五
条
の
七
の
二
か
ら
第
二
十
五
条
の
九
ま
で
、
第
二
十
六
条
、
第

二
十
七
条
の
五
、
第
二
十
八
条
、
第
三
十
条
、
第
四
十
条
の
三
、
第
四
十
条
の
四
の
三
第

一
項
、
第
四
十
条
の
五
、
第
四
十
条
の
九
第
一
項
、
第
四
十
条
の
十
第
一
項
、
第
四
十
条



七
頁

の
十
二
、
第
四
十
条
の
十
三
、
第
四
十
条
の
十
四
第
一
項
第
二
号
、
第
四
十
条
の
十
七
、

第
四
十
条
の
十
八
、
第
四
十
一
条
か
ら
第
四
十
五
条
ま
で
、
第
四
十
七
条
、
第
四
十
八
条

、
第
四
十
九
条
第
一
項
、
第
五
十
七
条
、
第
六
十
条
の
二
並
び
に
第
六
十
三
条
第
三
項

別
表
接
続
料
規
則
（
平
成
十
二
年
郵
政
省
令
第
六
十
四
号
）
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
一
種
指
定
電
気
通
信

第
二
十
一
条

設
備
接
続
料
規
則
（
平

成
十
二
年
郵
政
省
令
第

六
十
四
号
）

（
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
八
年
総
務
省
令
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
う
ち
、
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
様
式
第
一
の
改
正
規
定
中
「
「第

９
条

」
」
を
「
「電

気
通
信
事
業
法
第

９
条

」
」
に
改
め
、
同
令
様
式
第
四
の
改
正
規
定
中



八
頁

「
2
9
電
報

受
付
及
び
配
達
の
業
務
を
行
う
場
合

受
付
及
び
配
達
の
業
務
を
行
わ
な
い
場
合

を

3
0
上
記
１
か
ら
2
9
ま
で
に
掲
げ
る
電
気
通
信
役
務
以
外
の
電
気
通
信
役
務

」

「

2
9
電
報

受
付
及
び
配
達
の
業
務
を
行
う
場
合

受
付
及
び
配
達
の
業
務
を
行
わ
な
い
場
合

に

3
0
上
記
１
か
ら
2
9
ま
で
に
掲
げ
る
電
気
通
信
役
務
以
外
の
電
気
通
信
役
務

」

改
め
る
。

第
五
条
の
う
ち
電
気
通
信
事
業
報
告
規
則
（
昭
和
六
十
三
年
郵
政
省
令
第
四
十
六
号
）
様
式
第
十
五
の
二
の
次
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
改
正
規
定
中
「
様
式
第
十
五
の
二
」
を
「
様
式
第
十
五
の
二
の
二
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
電
気
通
信
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
一
日
）
か
ら
施
行

す
る
。


